
政
令
第
百
六
号

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律

第
六
十
九
号
）
第
三
章
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
防
衛
特
別
所
得
税
申
告
書
」
と
は
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必

要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
第
八
号
に
規
定
す
る
防
衛
特
別
所
得
税

申
告
書
を
い
う
。

（
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
等
に
関
す
る
通
則
）

第
二
条

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
条

の
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
）

第
三
条

法
第
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
項
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
（
所
得

1



税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
十
三
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
所
得

税
の
額
と
し
、
附
帯
税
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
附
帯
税
を
い

う
。
第
六
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
を
除
く
。
）
及
び
当
該
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
の
み
を
東
日
本

大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条

に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
と
し
て
復
興
財
確
法
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
復
興
特
別
所
得
税
の
額

の
合
計
額
と
す
る
。

２

法
第
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
年
分
の

所
得
税
の
額
の
み
を
基
準
所
得
税
額
（
法
第
五
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
を
い
う
。
第
六
項
並
び
に
次
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
法
第
五
条
の
九
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に

相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

３

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中

2



「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
、
第
六
項
」
と
、
「
当
該
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別

措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除

く
。
）
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
合
計
所
得
税
額
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
合
計
所
得
税
額
」

と
、
前
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
税
額
」
と
す
る
。

４

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第
六
項
」
と
あ
る

の
は
「
以
下
こ
の
項
、
第
六
項
」
と
、
「
当
該
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
合
計
所
得
税
額
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
合
計
所
得
税
額
」
と
、
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
そ
の
年
分
の
所
得
税

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
税
額
」
と
す
る
。

５

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
は
、
特
定
居
住
者
（
所
得
税
法
第
百
二
条
に
規
定
す
る
そ
の
年
に
お

い
て
非
居
住
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
居
住
者
で
あ
る
者
又
は
そ
の
出
国
の
日
ま
で
の
間
に
非
居
住
者
で
あ
っ
た
期
間
を

有
す
る
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
出
国
を
す
る
居
住
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
五
条
の
十
第
一
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項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項
中
「
受

け
た
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
た
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防

衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
」
と
、
「
所
得
税
の
額

に
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
の
額
の
み
を
特
別
措
置
法
第
五
条
の
六
（
基
準
所
得
税
額
）
に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
と
し

て
特
別
措
置
法
第
五
条
の
九
（
個
人
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
税
率
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
防
衛
特
別

所
得
税
の
額
に
」
と
、
「
（
法
」
と
あ
る
の
は
「
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
」
と
、
「
及
び
法
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
」
と
、
「
を
第
一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
が
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成

二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
二
第
五
項
（
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
に

規
定
す
る
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
に
規
定
す
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
相

当
す
る
金
額
と
そ
の
年
分
の
第
一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
の
み
を
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
条
（
基
準
所
得
税
額
）
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に
規
定
す
る
基
準
所
得
税
額
と
し
て
同
法
第
十
三
条
（
個
人
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
税
率
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算

し
た
場
合
の
復
興
特
別
所
得
税
の
額
と
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
超
え
る
金

額
を
そ
の
年
分
の
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

法
第
五
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
項
の
非
居
住
者
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
法
第
百
六
十
四

条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
に
つ
き
同
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二

編
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
所
得
税
の
額
（
同
法
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
及
び
第
百
六
十
五

条
の
六
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
所
得
税
の
額
と
し
、
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
の
み
を
基
準
所
得
税
額

と
し
て
法
第
五
条
の
九
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

７

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
除
く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
」
と
す

る
。

８

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
百
六
十
五
条
の
五
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の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る

の
は
、
「
除
く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。

９

特
定
非
居
住
者
（
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
（
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
日
）
に

お
い
て
非
居
住
者
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
者
で
そ
の
年
に
お
い
て
居
住
者
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
出
国
（
同
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
出
国

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
非
居
住
者
で
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
そ
の
出
国
の
日
ま
で
の
間
に
居

住
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
第
五
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

防
衛
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
は
、
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
外
国
税
額
の
控
除
）

第
四
条

法
第
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
の
居
住
者
の
そ
の
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年
分
の
法
第
五
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
係
る
基
準
所
得
税
額
に
つ
き
法
第
五
条
の
九
及
び
第
五
条
の
十

の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
、
そ
の
年
分
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

２

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
特
定
居
住
者
が
法
第
五
条

の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
九
十
三
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
」
と
、
「
所
得
税
の
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
の
額
の
み
を
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的

な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
六
（
基
準
所
得
税
額
）
に
規
定
す
る
基
準
所
得

税
額
と
し
て
同
法
第
五
条
の
九
（
個
人
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
税
率
）
及
び
第
五
条
の
十
（
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当

額
の
控
除
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
」
と
、
「
を
第
一
項
第
四
号
の
所
得
税
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
が
こ
れ
ら
の
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
そ
の
年
分

の
所
得
税
の
額
に
当
該
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項

（
外
国
税
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
号
に
規
定
す
る
控
除
限
度
額
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
超

え
る
金
額
を
そ
の
年
分
の
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

7



３

法
第
五
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
の
非
居
住
者
の
そ
の
年

分
の
同
項
に
規
定
す
る
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
き
所
得
税
法
そ
の
他
の
所
得
税
の
税
額
の
計
算
に

関
す
る
法
令
の
規
定
（
同
法
第
百
六
十
五
条
の
五
の
三
及
び
第
百
六
十
五
条
の
六
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
計
算
し
た
所

得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
の
み
を
基
準
所
得
税
額
と
し
て
法
第
五
条
の
九
及
び
第
五
条
の
十
の
規
定
を
適
用
し

て
計
算
し
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
、
そ
の
年
分
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
九
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

４

特
定
非
居
住
者
の
法
第
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
は
、
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
五
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算

し
た
金
額
と
す
る
。

（
予
定
納
税
）

第
五
条

法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
（
第
三
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
「
防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
」
と
い
う
。
）
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
」
と
い
う
。
）
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
の
全
額
が
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一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
全
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
端
数
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に

第
一
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
調
整
後
端
数
金
額
等
」
と
い
う
。
）
が
五
十
銭
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
し
、
そ

の
調
整
後
端
数
金
額
等
が
五
十
銭
超
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
一
円
と
す
る
。

一

そ
の
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
に
係
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち
既
に
納
付
さ
れ
た
額
に
つ
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
額
の
合
計

額
二

そ
の
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
に
係
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち
既
に
納
付
さ
れ
た
額
に
つ
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
一
円
と
さ
れ
た
額
を
一
円
か

ら
控
除
し
た
額
の
合
計
額
（
当
該
一
円
と
さ
れ
た
額
が
な
い
場
合
に
は
、
零
）

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
所

得
税
の
額
は
、
同
項
の
納
付
額
か
ら
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
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３

防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
全
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
端
数
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
第
一
号
に
掲
げ
る

合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
整
後
端
数
金
額

等
」
と
い
う
。
）
が
五
十
銭
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
し
、
そ
の
調
整
後
端
数
金
額

等
が
五
十
銭
超
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
等
を
一
円
と
す
る
。

一

そ
の
防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
に
係
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
の

う
ち
既
に
納
付
さ
れ
た
額
に
つ
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
額
の
合
計
額

二

そ
の
防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
に
係
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
の

う
ち
既
に
納
付
さ
れ
た
額
に
つ
い
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
一
円
と
さ
れ
た
額
を
一
円
か
ら
控
除
し
た
額
の
合
計
額

（
当
該
一
円
と
さ
れ
た
額
が
な
い
場
合
に
は
、
零
）

４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
復

興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
特
別
所
得
税
合
計
納
付
額
か
ら
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て

計
算
し
た
防
衛
特
別
所
得
税
納
付
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
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（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）

第
六
条

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
三
条
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

同
令
第
二
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
提
出
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
申
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲

げ
る
対
価
に
つ
き
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち
同
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
額
と
す
る
。

（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）

第
七
条

法
第
五
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
及
び
復
興
財
確
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
所
得
税
法
施

行
令
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
所
得
税
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得

税
の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

２

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
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納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
十
五
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
納
税
を
猶
予
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
六
項
第

一
号
中
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所

得
税
の
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
三
号
（
確
定
所
得
申
告
）
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
の
防
衛

力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
（
課
税
標
準

及
び
税
額
の
申
告
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
五
条
の
十
五
第
七
項
に
規
定
す
る
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
の
端
数
計
算
並
び
に
当
該
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に

相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行

令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
並
び
に
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す

る
政
令
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
復
興
特
別
所
得
税
に
関

す
る
政
令
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
額
の
合
計
額
に
よ
っ
て
行
い
、
当
該
合
計
額
に
百
円
未
満
の
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端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。

５

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
六
条
の
三
（
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
五
条

の
十
五
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
を
猶
予
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第

二
百
六
十
六
条
の
三
第
四
項
中
「
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に

相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、
「
所
得
税
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
期
限
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
申
告
書
の
提
出
期
限
」
と
、
「
所
得
税
に
係
る
法
第
百
五

十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の

た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十

八
第
六
項
（
期
限
後
申
告
及
び
修
正
申
告
等
の
特
例
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
、
同
条
第

十
一
項
中
「
所
得
税
に
つ
き
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
つ
き
特

別
措
置
法
第
五
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
、
「
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所

得
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、

「
同
項
（
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
十
項
（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）
（
同
条
第
十
一

13



項
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
項
」
と
、
同
条
第
十
三
項
第
一
号
中
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
」

と
あ
る
の
は
「
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法

第
百
二
十
条
第
一
項
第
三
号
（
確
定
所
得
申
告
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
（
課
税
標

準
及
び
税
額
の
申
告
）
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
所
得
税
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
額
の
合
計
額
に
相
当
す

る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
、
「
贈
与
の
日
」
と
、
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
の
日
」
と
、
「
法
第
百
二
十

条
第
一
項
第
三
号
（
確
定
所
得
申
告
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
（
課
税
標
準
及
び
税

額
の
申
告
）
」
と
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
十
五
第
九
項
に
規
定
す
る
贈
与
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
並
び
に
当
該
贈
与
納
税
猶
予

分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定

す
る
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
並
び
に
当
該
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
防
衛
特

別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
二
百
六
十
六
条

の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
六
条
の
三
第
十
項
及
び
第
十
三
項
」
と
、
「
前
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
」
と
、
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
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「
第
六
条
第
五
項
」
と
、
「
第
二
百
六
十
六
条
の
二
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
六
条
の
三
第
十
三
項
」
と
、

「
第
六
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
八
条

法
第
五
条
の
十
六
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
二
編
第
五
章
第
三
節
第
一
款
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
二
百
九
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
防

衛
特
別
所
得
税
申
告
書
」
と
、
「
源
泉
徴
収
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
源
泉
徴
収
特
別
税
額
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
七
条
第
一

法
第
百
三
十
八
条

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

項

第
一
項
（
源
泉
徴

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

収
税
額
等
の
還

の
十
六
第
一
項
又
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴

付
）
又
は
第
百
三

収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）
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十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項

（
予
納
税
額
の
還

付
）

第
二
百
六
十
七
条
第
一

法
第
百
三
十
八
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
二
項

項
第
二
号

第
二
項

第
二
百
六
十
七
条
第
四

法
第
百
三
十
八
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
一
項
又
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

項

第
一
項
又
は
第
百

三
十
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項

第
二
百
六
十
七
条
第
五

第
二
百
六
十
三
条

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
六
条
第
一
項
（
課
税
標
準
及
び
税

項

第
二
項
本
文

額
の
申
告
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十
三
条
第
二
項
本
文

第
二
百
六
十
八
条
第
一

法
第
百
三
十
八
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
一
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
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項

第
一
項
（
源
泉
徴

額
等
の
還
付
等
）

収
税
額
等
の
還

付
）

第
二
百
六
十
八
条
第
一

法
第
百
二
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
四
項
各
号
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申

項
第
一
号

二
項
各
号
（
予
納

告
）

税
額
の
意
義
）

第
二
百
六
十
八
条
第
二

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
又
は
第
四
項

項

第
一
項
又
は
第
二

項
（
予
納
税
額
の

還
付
）

第
二
百
六
十
八
条
第
三

法
第
百
三
十
八
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
と
同
条
第

項

第
一
項
の
規
定
に

三
項
又
は
第
四
項

よ
る
還
付
金
と
法
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第
百
三
十
九
条
第

一
項
又
は
第
二
項

第
二
百
六
十
八
条
第
三

法
第
百
三
十
八
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
一
項

項
第
一
号

第
一
項

第
二
百
六
十
八
条
第
三

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
又
は
第
四
項

項
第
二
号

第
一
項
又
は
第
二

項

第
二
百
六
十
九
条

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税

第
一
項
（
予
納
税

額
等
の
還
付
等
）

額
の
還
付
）

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十

第
三
項
若
し
く
は

九
条
第
三
項
（
予
納
税
額
の
還
付
）
若
し
く
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の

二
十
一
第
七
項
（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）
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に
お
い
て
準
用
す
る
法

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
若
し
く
は
第
五
条
の
二
十
一
第
三

第
一
項
若
し
く
は

項

第
百
六
十
条
第
一

項法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十

第
三
項
に

九
条
第
三
項
に

第
二
百
七
十
条

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
四
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税

第
二
項
（
予
納
税

額
等
の
還
付
等
）

額
の
還
付
）

第
二
百
七
十
条
第
一
号

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項

第
一
項

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
四
項
又
は
第
五
条
の
二
十
一
第
四
項
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第
二
項
又
は
第
百

（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

六
十
条
第
二
項

（
更
正
等
に
よ
る

予
納
税
額
の
還

付
）

第
二
百
七
十
条
第
二
号

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
又
は
第
五
条
の
二
十
一
第
三
項

第
一
項
又
は
第
百

六
十
条
第
一
項

法
第
百
二
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の

一
項
第
三
号
（
確

申
告
）

定
所
得
申
告
）

同
項
第
四
号

同
項
第
三
号

第
二
百
九
十
七
条
第
一

法
第
百
七
十
三
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
六
項
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）
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項

第
一
項
（
退
職
所

得
の
選
択
課
税
に

よ
る
還
付
）

第
二
百
九
十
七
条
第
三

法
第
百
七
十
三
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
六
項
第
三
号

項

第
一
項
第
三
号

同
条
第
二
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
八
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税

額
等
の
還
付
等
）

２

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
十
六
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
修
正
申
告
の
特
例
）

第
九
条

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
七
十
三
条
の
二
（
同
令
第
二
百
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

は
、
法
第
五
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
百
六
十
六
条
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
十
条

法
第
五
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
法
施
行
令
第
二
百
七
十
七
条
及
び
第
二
百
七
十
八
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
二
百
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
源
泉
徴
収
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
源

泉
徴
収
特
別
税
額
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
七
十
七
条
第
二

第
二
百
六
十
八
条

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
八
条
第
一
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉

項

徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十
八
条

法
第
百
五
十
九
条

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

第
一
項

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

の
二
十
一
第
一
項
（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付

等
）
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第
二
百
七
十
七
条
第
三

法
第
百
五
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
一
項

項

第
一
項

第
二
百
七
十
八
条
第
一

法
第
百
六
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
四
項
（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特

項

二
項
（
更
正
等
に

別
税
額
等
の
還
付
等
）

よ
る
予
納
税
額
の

還
付
）

第
二
百
七
十
八
条
第
一

法
第
百
六
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
三
項

項
第
一
号

一
項

法
第
百
二
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
四
項
各
号
（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申

二
項
各
号
（
確
定

告
）

所
得
申
告
）

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
四
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税

第
二
項
（
予
納
税

額
等
の
還
付
等
）
又
は
第
五
条
の
二
十
一
第
四
項
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額
の
還
付
）
又
は

第
百
六
十
条
第
二

項

第
二
百
七
十
八
条
第
一

法
第
百
三
十
九
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
六
第
三
項
又
は
第
五
条
の
二
十
一
第
三
項

項
第
二
号

第
一
項
又
は
第
百

六
十
条
第
一
項

法
第
百
二
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号

一
項
第
三
号

同
項
第
四
号

同
項
第
三
号

第
二
百
七
十
八
条
第
三

第
二
百
六
十
八
条

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
八
条
第
一
項
（
申
告
に
よ
る
源
泉

項

徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十
八
条

法
第
百
六
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
三
項
又
は
第
四
項

一
項
又
は
第
二
項
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第
二
百
六
十
九
条

同
令
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六
十
九
条

法
第
百
六
十
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
三
項

一
項

２

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
二
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一

円
未
満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
課
税
標
準
の
端
数
計
算
等
）

第
十
一
条

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
二
十
二
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
条
の
二
十
九
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
按
分
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

あ
ん

額
の
合
計
額
若
し
く
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
又
は
法
第
五
条
の
二
十
三
第
二
項
（
法
第
五
条
の
二
十
九
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
充
当
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
額
の
合
計
額
若
し
く
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

第
十
二
条

法
第
五
条
の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
条
の
六
の
二
第
十
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
相

当
す
る
部
分
の
金
額
（
法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
又
は
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
限

る
。
）
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
二
十
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
復
興
財
確
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
項
中
「
防
衛
特
別
所
得
税
」
と
あ
る
の
は
、
「
復
興
特
別
所
得
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
支
払
の
取
扱
者
が
交
付
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興

特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
か
ら
控
除
す
べ
き
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
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特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
の
う
ち
に
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
の
六
の
二
第
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
と

が
あ
る
と
き
は
、
ま
ず
同
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
、
次
に
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
所
得
税
と

併
せ
て
徴
収
及
び
納
付
又
は
還
付
を
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
一
第
九
項
各
号
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
十
二
第
二
項
中

「
納
付
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
納
付
す
べ
き
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収

及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
契

約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
非

課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
つ
き
同
法
第
八
条
の
三
第
三
項
又
は
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
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収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

三

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
一
第
七
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
の
規
定

租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
又
は
還
付
を
す
べ
き
所
得
税

四

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
三
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
の
規
定

租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
に
つ
き
同
法
第
三
条
の
三
第
三

項
、
第
八
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
十
一
の
六
第
七
項

（
同
法
第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
徴
収
し
た
所
得
税
の
還
付
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ

り
徴
収
及
び
納
付
又
は
還
付
を
す
べ
き
所
得
税

五

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条

の
十
四
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

六

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
十
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
十

三
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
十
四
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
三
項
、
第
五
項

又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
又
は
還
付
を
す
べ
き
所
得
税
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七

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
十
七
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

の
十
二
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

八

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
徴
収
及
び
納
付
を
す
べ
き
所
得
税

５

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
三
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
の
規
定
は
、
法
第
五

条
の
二
十
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
六
第
七
項
（
同
法
第
九
条
の
三
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
既
に
徴
収
し
た
所
得
税
の
還
付
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
す
べ
き
所
得
税
と
併
せ

て
還
付
を
す
べ
き
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
二
十
六
第
十
項
（
法
第
五
条
の
二
十
七
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
全
額
が
一
円
未

満
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
年
末
調
整
）
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第
十
三
条

法
第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
又
は
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
施
行
令
第
四

編
第
一
章
第
二
節
（
第
三
百
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
百
十
二
条

特
例
）

特
例
）
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以

下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴

収
義
務
等
）
又
は
第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
年
末

調
整
）
及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

第
三
百
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
若
し

第
一
号

く
は
第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
年
末
調
整
）
及
び

30



復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ

り

所
得
税
の
額

金
額

第
三
百
十
五
条

の
規
定

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
及
び

復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定

の
額

、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

第
三
百
十
六
条
第
一
項

の
規
定

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
及
び

第
三
号

第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
（
年
末
調
整
）
並
び
に
復
興
財
確
法
第
二
十

八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定

の
額

、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

第
三
百
十
六
条
第
一
項

法
第
百
九
十
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
八
第
一
項

第
五
号

（
納
税
の
猶
予
及
び
担
保
に
つ
い
て
の
国
税
通
則
法
等
の
適
用
の
特
例
）
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第
十
四
条

防
衛
特
別
所
得
税
及
び
所
得
税
に
係
る
納
税
の
猶
予
及
び
担
保
に
つ
い
て
は
、
国
税
通
則
法
及
び
国
税
通
則
法
施

行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
の
申
請
、
担
保
の
提
供
そ
の
他
の
手
続
は
、
併

せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
五
条
第
一
項
中
「
納
付
手
続
）
」
と
あ
る

の
は
、
「
納
付
手
続
）
（
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
五
条
の
二
十
六
第
九
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。

（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）

第
十
五
条

法
第
三
章
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

所
得
税
法
施
行
令
第
九

の
規
定

（
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

十
七
条
第
一
項
第
一
号

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
の
十
五
第
四
項
（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
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必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
復
興
財
確
法
」

と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
四
項
（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

所
得
税
法
施
行
令
第
九

の
規
定

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合

十
七
条
第
一
項
第
二
号

を
含
む
。
）
の
規
定

所
得
税
法
施
行
令
第
九

）
の
規
定

）
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
七
項
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

十
七
条
第
一
項
第
三
号

り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
復
興
財

確
法
第
十
八
条
第
七
項
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

所
得
税
法
施
行
令
第
九

）
の
規
定

）
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
九
項
及
び
第
十
項
（
こ
れ
ら
の
規

十
七
条
第
一
項
第
四
号

定
を
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
復
興
財
確
法
第
十
八
条
第
九
項
及
び
第
十

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

所
得
税
法
施
行
令
第
二

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
二
十
条
の
二
各
号

額

所
得
税
法
施
行
令
第
二

法
第
九
十
五
条
第

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

百
二
十
三
条

二
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
九
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所
得
税
控
除
限
度
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金

額
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
十

六
号
）
第
三
条
第
一
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
（
次
条
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
「
復
興
特
別
所
得
税
の
控
除

限
度
額
」
と
い
う
。
）
と
し
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
九
十
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
控
除
限
度
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
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は
、
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六
号
）

第
四
条
第
一
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

（
同
号
に
お
い
て
「
防
衛
特
別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）

と
し
、
法
第
九
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

所
得
税
法
施
行
令
第
二

国
税
の
控
除
限
度

国
税
の
控
除
限
度
額
（
復
興
特
別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
及
び
防
衛
特

百
二
十
四
条
第
五
項
第

額

別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
号

所
得
税
法
施
行
令
第
二

受
け
た

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

百
五
十
八
条
第
四
項

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る

（
法

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法

及
び
法

及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

35



て
適
用
さ
れ
る
法

所
得
税
法
施
行
令
第
二

の
控
除
限
度
額

の
控
除
限
度
額
、
復
興
特
別
所
得
税
控
除
限
度
額
（
復
興
特
別
所
得
税

百
五
十
八
条
第
五
項
第

に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用

二
号

す
る
前
号
に
規
定
す
る
控
除
限
度
額
を
い
う
。
）
及
び
防
衛
特
別
所
得

税
控
除
限
度
額
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
四
条
第
二
項

（
外
国
税
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用
す
る
前
号
に
規
定
す
る
控
除
限

度
額
を
い
う
。
）

所
得
税
法
施
行
令
第
二

所
得
税

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
つ
き
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一

百
八
十
一
条
の
二
第
二

項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特

項

別
所
得
税

所
得
税
法
施
行
令
第
二

第
六
号
ま
で

第
六
号
ま
で
（
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を
特
別
措
置
法
第
五

百
九
十
二
条
第
一
項
第

条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の

二
号

特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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所
得
税
法
施
行
令
第
二

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
九
十
二
条
の
六
の
二

額

第
一
項
各
号

所
得
税
法
施
行
令
第
二

法
第
百
六
十
五
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

百
九
十
二
条
の
十

の
六
第
二
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項

に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
復
興
特
別
所
得
税
控
除
限
度
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金

額
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
三
項
（
外
国
税
額

の
控
除
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
次
条
第
五
項
第
一
号
に
お

い
て
「
復
興
特
別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
と
し
、
特
別

措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
控

除
限
度
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
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る
政
令
第
四
条
第
三
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
（
同
号
に
お
い
て
「
防
衛
特
別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い

う
。
）
と
し
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

所
得
税
法
施
行
令
第
二

国
税
の
控
除
限
度

国
税
の
控
除
限
度
額
（
復
興
特
別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
及
び
防
衛
特

百
九
十
二
条
の
十
一
第

額

別
所
得
税
の
控
除
限
度
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
項
第
一
号

所
得
税
法
施
行
令
第
三

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

百
条
第
二
項

当
該
所
得
税

こ
れ
ら
の
税

の
規
定
に
よ
り
所

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
及
び

得
税

復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ

り
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

所
得
税
法
施
行
令
第
三

当
該
所
得
税
の
額

当
該
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
条
第
三
項

額
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所
得
税
の
額
か
ら

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
か

ら

所
得
税
法
施
行
令
第
三

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
条
第
四
項

額

金
額
）

金
額
と
当
該
収
益
の
分
配
に
係
る
所
得
税
の
額
と
の
う
ち
い
ず
れ
か
少

な
い
金
額
）

所
得
税
法
施
行
令
第
三

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

百
条
第
五
項

所
得
税
法
施
行
令
第
三

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
条
第
九
項

額

所
得
税
法
施
行
令
第
三

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

百
六
条
の
二
第
一
項

当
該
所
得
税

こ
れ
ら
の
税

の
規
定
に
よ
り
所

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
及
び
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得
税

復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ

り
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

所
得
税
法
施
行
令
第
三

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

百
六
条
の
二
第
二
項

所
得
税
法
施
行
令
第
三

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

百
六
条
の
二
第
三
項

所
得
税
法
施
行
令
第
三

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
六
条
の
二
第
七
項

額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源

令
第
四
条
の
二
第
九
項

措
置
法

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）

の
表
第
二
百
五
十
八
条

第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適

第
四
項
の
項

用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措

置
法
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（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
八
条
の
四
第

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

令
第
四
条
の
二
第
十
二

三
項
第
四
号

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
特
別

項

措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四
号

所
得
税
の
額

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
同

項
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
所
得
税
、
防
衛
特
別

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

に
係
る

に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六

号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

金
額
（

金
額
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
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え
て
適
用
さ
れ
る

に
つ
い
て

に
つ
い
て
同
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る

と
す
る

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た

金
額
に
限
る
。
）
と
し
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
八
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
所
得
税
法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ

た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
に
対
応
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
金
額

と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
当
該
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る

同
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
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条
の
六
の
二
第
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
特
別
措
置
法
第
五
条

の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
限
る
。
）
及
び

当
該
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
つ
い
て
同
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
の
九
第
六
項
（
第
四
条
の
十

第
三
項
及
び
第
四
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十

六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
限
る
。
）
と
す
る

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
三
項
第
一
号

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
第
一
号

三
項
第
一
号

納
付
し
た
所
得
税

納
付
し
た
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

）
及
び

）
の
額
の
合
計
額
並
び
に

が
当
該
所
得
税

が
こ
れ
ら
の
税

租
税
特
別
措
置
法
施
行

同
項
の

同
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
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令
第
四
条
の
六
の
二
第

同
項
第
二
号

法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
第
二
号

三
項
第
二
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
三
項
第
一
号

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令

十
三
項

に
規
定
す
る
政
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行

同
条
第
三
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二

十
三
項
第
一
号

十
六
第
三
項

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
三
項
第
一
号

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
第
一
号

十
三
項
第
二
号

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
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当
該
所
得
税

こ
れ
ら
の
税

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
三
項

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項

十
七
項

第
十
三
項
第
一
号

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項
第
一
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
六
項

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
六
項

十
九
項

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

第
十
三
項
第
一
号

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項
第
一
号

同
条
第
三
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項

金
額
に

金
額
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
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さ
れ
た
金
額
に

第
四
条
の
九
第
六

同
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四

項

条
の
九
第
六
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
六
項
の
規
定

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
七
項

二
十
項

に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
所

得
税
法
第
百
二
十

条
第
一
項
第
四
号

及
び
法
第
九
条
の

三
の
二
第
七
項

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

第
十
三
項
第
二
号

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
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み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項
第
二
号

同
条
第
三
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項

金
額
に

金
額
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
控
除

さ
れ
た
金
額
に

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
七
項

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
七
項

二
十
一
項

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

第
四
条
の
九
第
七

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

項

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
の
九
第
七
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

令
第
四
条
の
六
の
二
第

措
置
法

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

二
十
二
項

さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
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「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六
号
）
第
十

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令

五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用

二
十
三
項
の
表
第
百
四

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

十
条
の
二
第
一
項
の
項

施
行
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

令
第
四
条
の
六
の
二
第

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
特
別

二
十
三
項
の
表
第
百
四

措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税

十
九
条
第
二
項
の
項

に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
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二
十
三
項
の
表
第
百
四

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

十
九
条
第
三
項
の
表
第

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

二
項
の
項
の
項

第
九
条
の
三
の
二

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
七
項

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
三
の
二
第
七
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

二
十
三
項
の
表
第
百
四

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

十
九
条
第
三
項
の
表
第

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

三
項
の
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
六
の
二
第

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

二
十
三
項
の
表
第
二
百

租
税
特
別
措
置
法

一
条
の
二
第
二
項
の
項
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租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

二
十
三
項
の
表
第
二
百

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

一
条
の
二
第
三
項
の
表

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る

第
二
項
の
項
の
項

法

所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

二
十
三
項
の
表
第
二
百

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

一
条
の
二
第
三
項
の
表

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

第
三
項
の
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六
号
）
第
十

令
第
四
条
の
六
の
二
第

施
行
令
（

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
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二
十
四
項

法
施
行
令
（

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

施
行
令
第
四
条
の

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
の
六
の
二
第

六
の
二
第
二
十
三

二
十
三
項

項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

同
条
第
三
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二

二
十
八
項

十
六
第
三
項

所
得
税
の
額
か
ら

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
又
は
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か

同
項
各
号

ら
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
各
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

法
第
九
条
の
三
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

二
第
三
項

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
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二
十
九
項

十
六
第
三
項

所
得
税
の
額
か
ら

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
又
は
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か

同
項
各
号

ら
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
各
号

第
四
条
の
九
第
十

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

四
項

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
の
九
第
十
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

同
条
第
三
項

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

令
第
四
条
の
六
の
二
第

用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二

三
十
一
項

十
六
第
三
項

所
得
税
の
額
か
ら

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
又
は
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か

同
項
各
号

ら
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
各
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

税
率

税
率
に
百
分
の
百
二
・
一
を
乗
じ
て
得
た
率
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令
第
四
条
の
九
第
二
項

各
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

第
二
百
十
二
条

第
二
百
十
二
条
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
東
日
本

令
第
四
条
の
九
第
三
項

大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。

以
下
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項

所
得
税
を

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
を

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

令
第
四
条
の
九
第
六
項

及
び
第
七
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

令
第
四
条
の
九
第
八
項

措
置
法

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
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さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
九
第
九
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

の
表
第
百
四
十
条
の
二

租
税
特
別
措
置
法

第
一
項
及
び
第
百
四
十

九
条
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
九
第
九
項

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

の
表
第
百
四
十
九
条
第

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
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三
項
の
表
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

の
項

第
九
条
の
六
第
四

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

項

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
六
第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
九
第
九
項

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
表
第
百
四
十
九
条
第

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

三
項
の
表
第
三
項
の
項

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
九
第
九
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

の
表
第
百
九
十
二
条
の

租
税
特
別
措
置
法

二
の
項
及
び
第
二
百
一

条
の
二
第
二
項
の
項
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租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
九
第
九
項

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

の
表
第
二
百
一
条
の
二

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
三
項
の
表
第
二
項
の

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る

項
の
項

法

所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
九
第
九
項

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
表
第
二
百
一
条
の
二

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
三
項
の
表
第
三
項
の

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

あ
る
の
は
、
「

あ
る
の
は
、
「
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の

令
第
四
条
の
九
第
十
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

56



租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

令
第
四
条
の
九
第
十
四

項
及
び
第
四
条
の
十
第

一
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

令
第
四
条
の
十
第
四
項

措
置
法

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
十
第
五
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
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の
表
第
百
四
十
条
の
二

租
税
特
別
措
置
法

第
一
項
及
び
第
百
四
十

九
条
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
十
第
五
項

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

の
表
第
百
四
十
九
条
第

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

三
項
の
表
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

の
項

第
九
条
の
六
の
二

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
六
の
二
第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
十
第
五
項

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
表
第
百
四
十
九
条
第

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

三
項
の
表
第
三
項
の
項

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
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の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
十
第
五
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

の
表
第
百
九
十
二
条
の

租
税
特
別
措
置
法

二
の
項
及
び
第
二
百
一

条
の
二
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
十
第
五
項

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

の
表
第
二
百
一
条
の
二

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
三
項
の
表
第
二
項
の

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る

項
の
項

法

所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
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令
第
四
条
の
十
第
五
項

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
表
第
二
百
一
条
の
二

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
三
項
の
表
第
三
項
の

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

あ
る
の
は
、
「

あ
る
の
は
、
「
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の

令
第
四
条
の
十
第
六
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

令
第
四
条
の
十
第
十
項

及
び
第
四
条
の
十
一
第

一
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

令
第
四
条
の
十
一
第
四

措
置
法

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

項

さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
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「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
十
一
第
五

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

項
の
表
第
百
四
十
条
の

租
税
特
別
措
置
法

二
第
一
項
及
び
第
百
四

十
九
条
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
四
条
の
十
一
第
五

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

項
の
表
第
百
四
十
九
条

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
三
項
の
表
第
二
項
の

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
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項
の
項

第
九
条
の
六
の
三

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
六
の
三
第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
十
一
第
五

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

項
の
表
第
百
四
十
九
条

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
三
項
の
表
第
三
項
の

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
四
条
の
十
一
第
五

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

項
の
表
第
百
九
十
二
条

租
税
特
別
措
置
法

の
二
の
項
及
び
第
二
百

一
条
の
二
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
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令
第
四
条
の
十
一
第
五

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

項
の
表
第
二
百
一
条
の

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

二
第
三
項
の
表
第
二
項

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る

の
項
の
項

法

所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
四
条
の
十
一
第
五

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

項
の
表
第
二
百
一
条
の

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

二
第
三
項
の
表
第
三
項

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

の
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

あ
る
の
は
、
「

あ
る
の
は
、
「
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の

令
第
四
条
の
十
一
第
六

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

項
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租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

令
第
四
条
の
十
一
第
十

項
及
び
第
五
条
第
一
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

受
け
た
租
税
特
別

受
け
た
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に

令
第
五
条
第
四
項

措
置
法

係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

「
租
税
特
別
措
置

「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

及
び

並
び
に

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

令
第
五
条
第
五
項
の
表

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
百
四
十
条
の
二
第
一

租
税
特
別
措
置
法
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項
及
び
第
百
四
十
九
条

第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
五
条
第
五
項
の
表

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

第
百
四
十
九
条
第
三
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
表
第
二
項
の
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

第
九
条
の
六
の
四

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
六
の
四
第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
五
条
第
五
項
の
表

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
百
四
十
九
条
第
三
項

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

の
表
第
三
項
の
項
の
項

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
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令
第
五
条
第
五
項
の
表

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
百
九
十
二
条
の
二
の

租
税
特
別
措
置
法

項
及
び
第
二
百
一
条
の

二
第
二
項
の
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

令
第
五
条
第
五
項
の
表

施
行
令

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

第
二
百
一
条
の
二
第
三

替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

項
の
表
第
二
項
の
項
の

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る

項

法

所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
租
税
特
別
措
置
法

租
税
特
別
措
置
法
施
行

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

令
第
五
条
第
五
項
の
表

施
行
令

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
二
百
一
条
の
二
第
三

（
租
税
特
別
措
置

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
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項
の
表
第
三
項
の
項
の

法

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

項租
税
特
別
措
置
法
施
行

あ
る
の
は
、
「

あ
る
の
は
、
「
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の

令
第
五
条
第
六
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
の
額

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

令
第
五
条
第
十
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

は
、

は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
十
六

令
第
五
条
の
二
の
二
第

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の

三
項

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

及
び

並
び
に

第
九
条
の
三
の
二

第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及

第
一
項

び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
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及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

又
は
同
条
第
三
項

又
は
同
条
第
三
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
六

令
第
二
十
五
条
の
十
の

項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
項

十
一
第
十
三
項

の
徴
収

、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
徴
収

場
合
に
は

場
合
に
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

同
条
第
一
項

法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項

の
額
、

の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
、

及
び
還
付
を
し
た

並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

所
得
税
の
額

別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
並
び
に
還
付
を
し
た
所
得
税
の
額
並
び
に
当

該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
額
の
合
計
額
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租
税
特
別
措
置
法
施
行

又
は
第
三
十
七
条

又
は
第
三
十
七
条
の
十
一
の
六
第
七
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十

令
第
二
十
五
条
の
十
の

の
十
一
の
六
第
七

六
第
一
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一

十
三
第
十
六
項

項

項
又
は
第
五
項

の
徴
収

、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
徴
収

場
合
に
は

場
合
に
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

所
得
税
の
額
、

所
得
税
の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
、

及
び
還
付
を
し
た

並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特

所
得
税
の
額

別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
並
び
に
還
付
を
し
た
所
得
税
の
額
並
び
に
当

該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
額
の
合
計
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

第
三
十
七
条
の
十

第
三
十
七
条
の
十
四
第
八
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
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令
第
二
十
五
条
の
十
三

四
第
八
項
の

及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

第
四
十
二
項

所
得
税
を
納
付
す

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
を
納
付
す
る
法
第

る
同
項

三
十
七
条
の
十
四
第
八
項

は
、

は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

及
び

並
び
に

の
額

の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税

令
第
二
十
五
条
の
十
七

第
十
二
項
、
第
十
六
項

及
び
第
十
七
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
に
係
る

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
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令
第
二
十
五
条
の
十
七

の
規
定
の

並
び
に
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
及
び
第
五
条
の
十
五
の
規
定
の

第
十
八
項

同
法
第
百
二
十
条

所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項

第
一
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

の
額

の
額
、
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額

令
第
二
十
五
条
の
十
七

第
四
十
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

長
は

長
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

令
第
二
十
六
条
の
十
七

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
八
項

所
得
税
の
額

所
得
税
の
額
並
び
に
当
該
所
得
税
の
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

控
除
し
た
金
額
を

控
除
し
た
残
額
に
百
分
の
二
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
当
該
残

令
第
二
十
六
条
の
二
十

控
除
し
た
金
額

額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

八
の
三
の
二
第
四
項
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租
税
特
別
措
置
法
施
行

調
整
所
得
税
額
を

調
整
所
得
税
額
を
控
除
し
た
残
額
に
百
分
の
二
・
一
を
乗
じ
て
計
算
し

令
第
二
十
六
条
の
二
十

控
除
し
た
金
額

た
金
額
と
当
該
残
額
と
の
合
計
額

八
の
三
の
二
第
五
項
第

三
号
及
び
第
四
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
等
の
額
を

所
得
税
等
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
（
国
税
通
則
法
第
二
条
第

令
第
三
十
九
条
の
十
八

四
号
に
規
定
す
る
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
を

第
二
十
三
項

同
条
第
四
項

法
第
六
十
六
条
の
七
第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
等
の
額
を

所
得
税
等
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
（
国
税
通
則
法
第
二
条
第

令
第
三
十
九
条
の
二
十

四
号
に
規
定
す
る
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
を

の
七
第
八
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十

予
等
に
関
す
る
法
律
の

九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
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施
行
に
関
す
る
政
令

及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に

（
昭
和
二
十
二
年
政
令

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

第
二
百
六
十
八
号
）
第

百
十
七
号
。
以
下
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項

三
条
の
二
第
一
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

三
条
の
二
第
二
項
及
び

第
三
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

所
得
税
の

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
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施
行
に
関
す
る
政
令
第

三
条
の
二
第
四
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

三
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

所
得
税
を

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
を

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

四
条
第
一
項
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災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

四
条
第
二
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

四
条
第
三
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
百
八
十
三
条

第
百
八
十
三
条
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

同
条

こ
れ
ら
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施
行
に
関
す
る
政
令
第

同
法
第
二
百
三
条

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項

四
条
第
四
項

の
二

及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
三
条
の
二

第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

五
条

災
害
被
害
者
に
対
す
る

前
二
条

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六
号
）
第
十

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
二
条

予
等
に
関
す
る
法
律
の

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

施
行
に
関
す
る
政
令
第

六
条

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
四
条
第
一

第
二
百
四
条
第
一
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
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租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

項
の

興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

八
条
第
一
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

八
条
第
三
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
四
条
第
二
項

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

み
替
え
ら
れ
た
第
四
条
第
二
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

「
記
載
さ
れ
た
同

「
期
間
又
は
当
該
通
知
に
係
る
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措

施
行
に
関
す
る
政
令
第

条
」
と
あ
る
の
は

置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
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八
条
第
四
項

「
記
載
さ
れ
た
同

項
」
と
、
「
期
間

又
は
当
該
通
知
に

係
る
同
法
第
二
百

三
条
の
二

、
「
こ
れ
ら
の
」

読
み
替
え
る

と
あ
る
の
は
「
同

項
の
」
と
読
み
替

え
る

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
四
条
第
一

第
二
百
四
条
第
一
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

項
の

興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

予
等
に
関
す
る
法
律
の

所
得
税
の

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第
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九
条
第
二
項
第
一
号

災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
百
八
十
三
条

第
百
八
十
三
条
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

所
得
税
の

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

九
条
第
二
項
第
二
号

災
害
被
害
者
に
対
す
る

所
得
税

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

予
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

九
条
第
三
項
第
三
号
並

び
に
第
十
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
六
号
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災
害
被
害
者
に
対
す
る

第
二
百
四
条
第
一

第
二
百
四
条
第
一
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

項

興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項

予
等
に
関
す
る
法
律
の

所
得
税
の

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

施
行
に
関
す
る
政
令
第

十
条
第
三
項

災
害
被
害
者
に
対
す
る

に
よ
り
、

に
よ
り
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

租
税
の
減
免
、
徴
収
猶

替
え
て
適
用
さ
れ
る

予
等
に
関
す
る
法
律
の

又
は
東
日
本
大
震

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
復
興

施
行
に
関
す
る
政
令
第

災
か
ら
の
復
興
の

財
確
法

十
条
の
二

た
め
の
施
策
を
実

施
す
る
た
め
に
必

要
な
財
源
の
確
保

に
関
す
る
特
別
措

80



置
法
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
十

七
号
）

並
び
に
東
日
本
大

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
並
び
に
復

震
災
か
ら
の
復
興

興
財
確
法

の
た
め
の
施
策
を

実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別

措
置
法

外
国
居
住
者
等
の
所
得

租
税
特
別
措
置
法

令
和
九
年
一
月
一
日
以
後
に
発
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置
法

に
対
す
る
相
互
主
義
に

所
得
税
の
額
は

所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
は

よ
る
所
得
税
等
の
非
課

定
め
る
金
額

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
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税
等
に
関
す
る
法
律
施

の
額

行
令
（
昭
和
三
十
七
年

政
令
第
二
百
二
十
七

号
。
以
下
こ
の
表
及
び

次
項
に
お
い
て
「
外
国

居
住
者
等
所
得
相
互
免

除
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
十
七
条
第
一

項外
国
居
住
者
等
所
得
相

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
の
額
に
百
分
の
一

互
免
除
法
施
行
令
第
十

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

七
条
第
一
項
各
号

金
額
に
相
当
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

外
国
居
住
者
等
所
得
相

所
得
税
の
額
は

所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
は
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互
免
除
法
施
行
令
第
十

定
め
る
金
額

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

七
条
第
二
項

の
額

外
国
居
住
者
等
所
得
相

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該
株
主
等
対
象
償
還
差
益
に
対
す
る
所
得
税
の

互
免
除
法
施
行
令
第
十

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗

七
条
第
二
項
各
号

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

外
国
居
住
者
等
所
得
相

に
よ
る

に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
外
国
居
住
者
等
に
対
し
て
租
税
条
約
等
実
施

互
免
除
法
施
行
令
第
十

特
例
法
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
防
衛
特
別
所
得

七
条
第
三
項

税
の
額
は
、
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百

六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
租
税
条
約

等
実
施
特
例
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
零
と
す
る

外
国
居
住
者
等
所
得
相

還
付
請
求
書
を

所
得
税
の
還
付
請
求
書
と
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
還

互
免
除
法
施
行
令
第
十

付
請
求
書
と
を
併
せ
て

七
条
第
五
項
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外
国
居
住
者
等
所
得
相

第
二
十
六
条
の
十

第
二
十
六
条
の
十
四
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る

互
免
除
法
施
行
令
第
十

四

政
令
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

七
条
第
六
項

外
国
居
住
者
等
所
得
相

所
得
税
に

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
に

互
免
除
法
施
行
令
第
二

）
」
と
あ
る
の
は

）
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に

十
条

「

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」

と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

第
二
十
二
条
第
一

（
以
下
「
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二

項
（

条
第
一
項
（

同
条
第
三
項
中

「
に
よ
る
申
告
書
を
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
る
所
得
税
の
申
告
書
と
当

該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
申
告
書
と
を
併
せ
て
」
と
、

「
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
、
又
は
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特
別
税
額
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（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特
別
税
額
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一

項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
税
の
徴
収
に
併
せ

て
徴
収
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
き
」
と
、
「
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
こ

れ
ら
の
」
と
、
「
明
細
書
を
」
と
あ
る
の
は
「
明
細
書
を
、
そ
の
徴
収

さ
れ
た
事
実
の
説
明
と
な
る
べ
き
総
務
省
令
、
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
明
細
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
額

で
」
と
あ
る
の
は
「
額
又
は
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特
別
税
額
で
」
と
、

「
そ
の
納
付
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
所
得
税
の
額
の
納
付
の
」
と
、

「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
書
又
は
当
該
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特

別
税
額
の
納
付
の
日
、
そ
の
納
付
さ
れ
た
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特
別
税

額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中

外
国
居
住
者
等
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
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所
得
に
対
す
る
相

た
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」

互
主
義
に
よ
る
所

と
、
「
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
の
額
又
は
当
該
所
得
税
の
額
に

得
税
等
の
非
課
税

係
る
対
象
源
泉
徴
収
防
衛
特
別
税
額
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る

等
に
関
す
る
法
律

の
は
「
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

第
二
十
二
条
第
一

え
ら
れ
た
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
二
十
二
条
第
二
項

項
第
二
号

外
国
居
住
者
等
所
得
相

所
得
税
に

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
に

互
免
除
法
施
行
令
第
二

同
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法

十
二
条

読
み
替
え
る

、
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
五
条
に
お
い
て

準
用
す
る
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
」

と
読
み
替
え
る

租
税
条
約
等
の
実
施
に

所
得
税
の
還
付

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
還
付

伴
う
所
得
税
法
、
法
人

還
付
請
求
書
を

所
得
税
の
還
付
請
求
書
と
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
還

86



税
法
及
び
地
方
税
法
の

付
請
求
書
と
を
併
せ
て

特
例
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
六
十
二

年
政
令
第
三
百
三
十
五

号
。
以
下
こ
の
表
及
び

次
項
に
お
い
て
「
租
税

条
約
等
実
施
特
例
政

令
」
と
い
う
。
）
第
二

条租
税
条
約
等
実
施
特
例

租
税
特
別
措
置
法

令
和
九
年
一
月
一
日
以
後
に
発
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置
法

政
令
第
三
条
第
一
項

所
得
税
の
額
は

所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
は

定
め
る
金
額

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

の
額
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租
税
条
約
等
実
施
特
例

所
得
税
が

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
が

政
令
第
三
条
第
一
項
各

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
の
額
に
百
分
の
一

号

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

租
税
条
約
等
実
施
特
例

所
得
税
の
免
除

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
免
除

政
令
第
三
条
第
二
項

所
得
税
の
額
は

所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
は

定
め
る
金
額

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

の
額

租
税
条
約
等
実
施
特
例

所
得
税
が

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
が

政
令
第
三
条
第
二
項
各

相
当
す
る
金
額

相
当
す
る
金
額
及
び
当
該
株
主
等
償
還
差
益
に
対
す
る
所
得
税
の
額
に

号

百
分
の
一
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
当
該
所
有
期
間
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

租
税
条
約
等
実
施
特
例

に
よ
る

に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
外
国
法
人
に
対
し
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
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政
令
第
三
条
第
三
項

よ
り
還
付
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
零
と
す
る

租
税
条
約
等
実
施
特
例

に
よ
り
計
算
し
た

に
よ
り
計
算
し
た
還
付
す
る
所
得
税
の
額

政
令
第
三
条
第
三
項
第

金
額

二
号

租
税
条
約
等
実
施
特
例

還
付
請
求
書
を

所
得
税
の
還
付
請
求
書
と
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
還

政
令
第
三
条
第
七
項

付
請
求
書
と
を
併
せ
て

租
税
条
約
等
実
施
特
例

第
二
十
六
条
の
十

第
二
十
六
条
の
十
四
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る

政
令
第
三
条
第
八
項

四

政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
百
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
五
条
の
二
の

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

政
令
第
四
条
の
三
第
四

二
第
五
項
に
規
定

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
五
条
の
三

項

す
る

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
五
条
の
二
の
二
第
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五
項
に
規
定
す
る
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
の
う
ち

と
す
る

と
し
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

の
う
ち
特
定
社
会
保
険
料
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る

租
税
条
約
等
実
施
特
例

還
付
請
求
書

所
得
税
の
還
付
請
求
書

政
令
第
四
条
の
三
第
五

こ
れ
を

こ
れ
と
当
該
相
手
国
居
住
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
、
当
該
特

項

定
社
会
保
険
料
の
金
額
そ
の
他
の
総
務
省
令
、
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
還
付
請
求
書

（
総
務
省
令
、
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
添
付
が
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
と
を
併
せ
て

復
興
特
別
所
得
税
に
関

東
日
本
大
震
災
か

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

す
る
政
令
第
二
条
の
二

ら
の
復
興
の
た
め

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
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第
五
項

の
施
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
関

す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
百
十
七
号

第
三
十
三
条
第
一

第
五
条
の
三
十
一
第
一
項

項復
興
特
別
所
得
税

防
衛
特
別
所
得
税
に

にを
特
別
措
置
法

を
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百

十
七
号
）
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と
し
て
特
別
措
置

と
し
て
同
法

法

国
税
通
則
法
施
行
令
第

（
以
下
「
予
定
納

及
び
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の

五
条
第
一
号

税
に
係
る
所
得

確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第

税
」

五
条
の
十
三
（
予
定
納
税
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
防
衛
特
別
所

得
税
（
以
下
「
予
定
納
税
に
係
る
所
得
税
等
」

予
定
納
税
に
係
る

予
定
納
税
に
係
る
所
得
税
等
で
所
得
税
法

所
得
税
で
同
法

国
税
通
則
法
施
行
令
第

第
三
国
団
体
配
当

第
三
国
団
体
配
当
等
に
対
す
る
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

五
条
第
二
号

等
に
対
す
る
所
得

税

国
税
通
則
法
施
行
令
第

所
得
税
（

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
（

五
条
第
三
号

源
泉
徴
収
に
よ
る

防
衛
特
別
所
得
税
並
び
に
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
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所
得
税

得
税

国
税
通
則
法
施
行
令
第

よ
る
所
得
税

よ
る
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

五
条
第
四
号
及
び
第
五

号国
税
通
則
法
施
行
令
第

予
定
納
税
に
係
る

予
定
納
税
に
係
る
所
得
税
等

十
三
条
第
二
項
第
一
号

所
得
税

国
税
通
則
法
施
行
令
第

所
得
税
法

所
得
税
法
、
特
別
措
置
法

二
十
三
条
第
一
項

国
税
通
則
法
施
行
令
第

予
定
納
税
に
係
る

予
定
納
税
に
係
る
所
得
税
等
（
当
該
予
定
納
税
に
係
る
所
得
税
等

二
十
四
条
第
一
項
第
一

所
得
税
（
当
該
所

号

得
税

国
税
通
則
法
施
行
令
第

（
源
泉
徴
収
）

（
源
泉
徴
収
）
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴

四
十
一
条
第
二
項
第
一

収
義
務
等
）
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号

の
徴
収
）

の
徴
収
）
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三

（
昭
和
四
十
年
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な

十
四
年
法
律
第
百
四
十

律
第
三
十
三
号
）

強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

七
号
）
第
二
条
第
十
号

五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）

国
税
徴
収
法
第
十
五
条

所
得
税
（

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
（

第
一
項
第
三
号

納
付
す
べ
き
所
得

納
付
す
べ
き
所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税

税

国
税
徴
収
法
第
七
十
六

つ
い
て
は

つ
い
て
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令

条
第
一
項

第
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

国
税
徴
収
法
第
七
十
六

の
規
定

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
又
は

条
第
一
項
第
一
号

第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
年
末
調
整
）
及
び
東
日
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本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七

号
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

八
条
第
一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定

所
得
税
に

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
合
計
額
に

国
税
徴
収
法
第
七
十
六

つ
い
て
は

つ
い
て
は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規

条
第
四
項

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

国
税
徴
収
法
第
七
十
六

の
規
定

、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八

条
第
四
項
第
一
号

条
第
一
項
の
規
定

所
得
税
に

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
合
計
額
に

内
国
税
の
適
正
な
課
税

国
外
財
産
に
係
る

国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
等

の
確
保
を
図
る
た
め
の

所
得
税

国
外
送
金
等
に
係
る
調
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書
の
提
出
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
九

年
政
令
第
三
百
六
十
三

号
）
第
十
二
条
第
一
項

法
人
税
法
施
行
令
（
昭

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

和
四
十
年
政
令
第
九
十

額

七
号
）
第
百
四
十
九
条

第
一
項
各
号

法
人
税
法
施
行
令
第
百

法
第
六
十
九
条
の

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

四
十
九
条
第
二
項

二
第
一
項

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特

例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十
九
条
の
二

第
一
項
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法
人
税
法
施
行
令
第
百

第
百
四
十
九
条
第

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

四
十
九
条
第
三
項
の
表

二
項
第
一
号

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

第
二
項
の
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号

法
第
六
十
九
条
の

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

二
第
一
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項

法
人
税
法
施
行
令
第
百

第
百
四
十
九
条
第

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

四
十
九
条
第
三
項
の
表

二
項
第
一
号

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号

第
三
項
の
項

（
法

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法

法
人
税
法
施
行
令
第
百

第
六
十
九
条
の
二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
措
置
法
第
五

九
十
二
条
の
二

第
一
項
（
」
と
あ

条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の

る
の
は
、
「

特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
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法
人
税
法
施
行
令
第
二

係
る
所
得
税
の
額

係
る
所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計

百
一
条
の
二
第
一
項
各

額

号法
人
税
法
施
行
令
第
二

法
第
百
四
十
四
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

百
一
条
の
二
第
二
項

の
二
の
二
第
一
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
百
四
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項

法
人
税
法
施
行
令
第
二

第
二
百
一
条
の
二

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得

百
一
条
の
二
第
三
項
の

第
二
項
第
一
号

税
に
係
る
所
得
税
法
施
行
令
等
の
適
用
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

表
第
二
項
の
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号

法
第
百
四
十
四
条

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
（
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
所

の
二
の
二
第
一
項

得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
百
四
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項

法
人
税
法
施
行
令
第
二

第
二
百
一
条
の
二

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
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百
一
条
の
二
第
三
項
の

第
二
項
第
一
号

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号

表
第
三
項
の
項

（
法

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法

地
方
法
人
税
法
施
行
令

お
け
る

お
け
る
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

（
平
成
二
十
六
年
政
令

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
百
三
十
九
号
）
第
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項

相
続
税
法
（
昭
和
二
十

納
税
猶
予
分
の
所

納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
（
当
該
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す

五
年
法
律
第
七
十
三

得
税
額
並
び
に
同

る
所
得
税
に
係
る
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必

号
）
第
十
四
条
第
三
項

法

要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九

号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
五
第
七
項
（
申

告
に
よ
る
納
付
等
）
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
係
る
防
衛
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特
別
所
得
税
の
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第

九
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
所
得
税
法

納
税
猶
予
分
の
所

納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
（
当
該
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
に
相
当
す

得
税
額
を

る
所
得
税
に
係
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
九
項
及
び
第
十
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
係
る
防
衛

特
別
所
得
税
の
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を

同
法
第
百
三
十
七

所
得
税
法
第
百
三
十
七
条
の
二
第
十
三
項
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十

条
の
二
第
十
三
項

五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）

同
条
第
一
項

所
得
税
法
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の

第
百
三
十
七
条
の
三
第
十
五
項
（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
九
項
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三
第
十
五
項

及
び
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）

な
つ
た
同
条
第
四

な
つ
た
所
得
税
法
第
百
三
十
七
条
の
三
第
四
項

項

相
続
税
法
第
三
十
五
条

）
の
規
定

）
の
規
定
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
八
第
四
項
（
期
限
後
申
告
及

第
四
項
第
一
号

び
修
正
申
告
等
の
特
例
）
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
第
百
五
十
一

条
の
五
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定

相
続
税
法
第
三
十
五
条

の
規
定

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
四
項
第
二
号

む
。
）
の
規
定

相
続
税
法
第
三
十
五
条

）
の
規
定

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の

第
四
項
第
三
号

十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
第
百
五
十
一
条
の
六
第
一

項
の
規
定
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相
続
税
法
第
三
十
五
条

の
規
定

（
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
四
項
第
四
号

む
。
）
の
規
定

相
続
税
法
第
三
十
五
条

）
の
規
定

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の

第
四
項
第
五
号

十
九
第
六
項
（
更
正
の
請
求
の
特
例
）
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法

第
百
五
十
三
条
の
五
の
規
定

相
続
税
法
施
行
令
（
昭

所
得
税
額

所
得
税
額
及
び
当
該
所
得
税
額
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
額

和
二
十
五
年
政
令
第
七

十
一
号
）
第
三
条
第
一

項
第
一
号

相
続
税
法
施
行
令
第
三

相
続
等
納
税
猶
予

相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得
税
額
（
当
該
相
続
等
納
税
猶
予
分
の
所
得

条
第
二
項

分
の
所
得
税
額
を

税
額
に
相
当
す
る
所
得
税
に
係
る
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化

等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年

法
律
第
六
十
九
号
）
第
五
条
の
十
五
第
十
項
（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）
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（
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
を
含
む
。
第
八
条
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を

地
方
税
法
施
行
令
（
昭

控
除
限
度
額
（

控
除
限
度
額
に
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す

和
二
十
五
年
政
令
第
二

る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

百
四
十
五
号
）
第
七
条

年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
八
条
の
九
の
二
第
二

の
十
九
第
二
項

項
に
お
い
て
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜

本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
八
条
の
九

の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
一

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た

金
額
（
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同
法
第
二
条
第
一

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号

項
第
五
号

及
び
第
四
項

か
ら
第
四
項
ま
で

控
除
限
度
額
。

控
除
限
度
額
に
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第

百
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
復
興

特
別
所
得
税
控
除
限
度
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
控

除
限
度
額
を
加
算
し
た
金
額
。

）
及
び

）
並
び
に

並
び
に

、
復
興
財
確
法
第
十
四
条
の
規
定
並
び
に
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
一

の
規
定
並
び
に

地
方
税
法
施
行
令
第
七

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
限
度
額
（
当
該
年
に

条
の
十
九
第
三
項

額

お
い
て
非
居
住
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
が
、
当
該
期
間
内
に
生
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じ
た
所
得
に
対
し
て
外
国
の
所
得
税
等
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該

年
の
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
五
十
八
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る

控
除
限
度
額
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
八
条
の
九
の
二
に
お
い
て

「
所
得
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）

地
方
税
法
施
行
令
第
七

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
の
控
除
限
度
額

条
の
十
九
第
五
項
及
び

額

第
六
項

地
方
税
法
施
行
令
第
四

並
び
に

、
復
興
財
確
法
第
十
四
条
の
規
定
並
び
に
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
一

十
八
条
の
九
の
二
第
二

の
規
定
並
び
に

項地
方
税
法
施
行
令
第
四

国
税
の
控
除
限
度

所
得
税
の
控
除
限
度
額

十
八
条
の
九
の
二
第
四

額

項
、
第
六
項
及
び
第
七
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項金
融
機
関
等
の
更
生
手

所
得
税

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

続
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
八
年
法
律

第
九
十
五
号
）
第
七
十

六
条
及
び
第
二
百
四
十

二
条

民
事
再
生
法
（
平
成
十

は
、
次

は
、
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
十
六

一
年
法
律
第
二
百
二
十

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の

五
号
）
第
二
百
四
十
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

条
第
二
項

民
事
再
生
法
第
二
百
四

所
得
税
、

所
得
税
、
防
衛
特
別
所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税
、

十
一
条
第
二
項
第
七
号
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イ会
社
更
生
法
（
平
成
十

所
得
税

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

四
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
第
百
二
十
九
条
及

び
事
業
性
融
資
の
推
進

等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
五
十
二

号
）
第
百
二
十
八
条

２

法
第
五
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

法
人
税
法
（
昭
和
四
十

徴
収
さ
れ
た
所
得

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
及
び
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た

年
法
律
第
三
十
四
号
）

税

め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第

第
百
四
十
四
条

六
十
九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
六
第
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一
項
（
源
泉
徴
収
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
税
の
徴
収
に
併

せ
て
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税

同
法
第
二
百
十
五

所
得
税
法
第
二
百
十
五
条

条特
例
）

特
例
）
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
八
項

同
項

所
得
税
法
第
二
百
十
二
条
第
一
項
又
は
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六

第
一
項

み
な
さ
れ
る
同
法

み
な
さ
れ
る
所
得
税
法

法
人
税
法
施
行
令
第
百

対
す
る
所
得
税

対
す
る
所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税

四
十
条
の
二
第
一
項
第

一
号

法
人
税
法
施
行
令
第
百

以
外
の
所
得
税

以
外
の
所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税

四
十
条
の
二
第
一
項
第
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二
号

租
税
特
別
措
置
法
第
四

徴
収
さ
れ
る
所
得

徴
収
さ
れ
る
所
得
税
及
び
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た

十
一
条
の
十
二
第
四
項

税
は
、
政
令
で
定

め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五
年
法
律
第

め
る
と
こ
ろ
に
よ

六
十
九
号
）
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
税
の

り
、
同
項

徴
収
に
併
せ
て
徴
収
さ
れ
る
防
衛
特
別
所
得
税
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

所
得
税
と
し
て
当

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
と
し
て
当
該
償
還

該
償
還
を
受
け
る

を
受
け
る
時
に
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税

時
に
徴
収
さ
れ
る

所
得
税

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
と

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
と

令
第
二
十
六
条
の
十
第

同
条
第
三
項

同
条
第
三
項
並
び
に
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に

三
項

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
別
措
置
法
」
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と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項

所
得
税
の
額

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

租
税
特
別
措
置
法
施
行

所
得
税
と

所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
と

令
第
二
十
六
条
の
十
一

控
除
す
る
所
得
税

控
除
す
る
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

第
一
項

の
額

当
該
所
得
税
の
額

当
該
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

所
得
税
の
税
率
を

所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
計
算
し
た
金
額
に

乗
じ
て
計
算
し
た

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
税
の

金
額

徴
収
に
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算

し
た
金
額
の
合
計
額

そ
の
所
得
税
の
額

そ
の
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
の
額

次
条
第
一
項

次
条
第
一
項
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
六
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
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法
人
税
法
施
行
令

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
人
税
法
施
行
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行

徴
収
さ
れ
た
所
得

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
及
び
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項

令
第
二
十
六
条
の
十
一

税
の
額

の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
税
の
徴
収
に
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別

第
二
項

所
得
税
の
額

同
条
第
四
項

法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
四
項

法
人
税
法

特
別
措
置
法
第
五
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用

す
る
法
人
税
法

外
国
居
住
者
等
所
得
相

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

互
免
除
法
施
行
令
第
十

施
行
令

み
替
え
ら
れ
た
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

七
条
第
七
項

金
額
か
ら

金
額
か
ら
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
人
税
法
施
行
令

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
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み
替
え
ら
れ
た
法
人
税
法
施
行
令

租
税
条
約
等
実
施
特
例

所
得
税
が

所
得
税
及
び
当
該
所
得
税
に
係
る
防
衛
特
別
所
得
税
が

政
令
第
三
条
第
九
項

租
税
特
別
措
置
法

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

施
行
令

み
替
え
ら
れ
た
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

金
額
か
ら

金
額
か
ら
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
人
税
法
施
行
令

防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
人
税
法
施
行
令

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則
法
及
び
国
税
通
則
法
施
行
令
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

所
得
税
又
は
防
衛
特
別
所
得
税
に
係
る
国
税
通
則
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、

併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

二

国
税
通
則
法
第
六
十
六
条
第
六
項
及
び
第
六
十
八
条
第
四
項
並
び
に
国
税
通
則
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
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適
用
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
及
び
防
衛
特
別
所
得
税
は
、
同
一
の
税
目
に
属
す
る
国
税
と
み
な
す
。

４

法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
又
は
第
百
八
十

条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
金
額
と
」

と
あ
る
の
は
、
「
金
額
及
び
集
団
投
資
信
託
（
所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
集
団
投
資
信
託
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法
施
行
令
第
三
百
条

第
四
項
（
同
令
第
三
百
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
令
第
二
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
収
益
の
分
配
に
係
る
控
除
外
国
所
得
税
の
額
（
同
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
又
は
第
百

八
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
集
団
投
資
信
託
の
同
令
第
三
百
条
第
二
項
又
は
第
三
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
収
益
の
分
配
（
同
法
第
百
七
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
条
の
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
も
の
、
租
税
特
別
措

置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
一
般
利
子
等
並
び
に
同
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
及
び
配
当
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
税
、
防
衛

特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
か
ら
控
除
す
べ
き
同
令
第
三
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
所
得
税
の

額
に
、
当
該
集
団
投
資
信
託
の
同
条
第
二
項
又
は
同
令
第
三
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
の
分
配
（
所
得
税
法
第
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百
八
十
一
条
又
は
第
二
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
を
徴
収
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
部
分
に
限
り
、
同
法
第
九
条
第

一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
み
に
対
応
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
の
総
額
の
う
ち
に

支
払
を
受
け
た
収
益
の
分
配
の
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
同
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
又

は
第
百
八
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該
収
益
の
分
配
に
係
る
所
得
税
、
防
衛

特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
に
当
該
収
益
の
分
配
の
計
算
期
間
の
末
日
に
お
い
て
計
算
し
た
当
該
収

益
の
分
配
に
係
る
集
団
投
資
信
託
の
同
令
第
三
百
条
第
九
項
又
は
第
三
百
六
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
外
貨
建
資
産
割
合

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
外
貨
建
資
産
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
）
を
い
う
。
）
の
う
ち

当
該
支
払
を
受
け
た
収
益
の
分
配
に
係
る
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
を
超
え
る
金
額
と
」
と
す

る
。

５

法
第
五
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
又
は
第
百
八
十

条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
同
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
復
興
特
別
所
得
税
に

関
す
る
政
令
第
五
条
第
二
項
中
」
と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
特
別
所
得
税
に
関
す
る
政
令
（
令
和
八
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年
政
令
第
百
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
合
計
額
を
超
え
る
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
を
超
え
る
金
額
（
当
該
収
益
の
分
配
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
限
度
と
す
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

６

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
れ
ら
の
執
行
に
関
し
必
要
な
細

則
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
の
三
中
「
復
興
特
別
所
得
税
」
の
下
に
「
、
防
衛
特
別
所
得
税
」
を
加
え
る
。
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